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　近年の度重なる地震被害発生に加え、南海トラフ地震のよ

うな巨大地震の切迫性が指摘されており、国全体として地震

被害の最小化や迅速な復旧・復興に向けた備えが求められてい

る。港湾においては、地震時に背後圏の社会経済活動を維持す

るための港湾物流を確保する観点から、港湾施設の耐震性向

上が進められてきた。また、地震後の被災地への緊急支援と

しての海上輸送の役割が広く認識されてきており、その拠点

となる港湾機能の確保が不可欠である。特に、地震後に係留

施設へ船舶が安全に接岸し、荷役作業を実施できるかを迅速

かつ正確に判断することの重要性が高まっている。本稿では、

これまでの巨大地震時における港湾利用について整理すると

ともに、係留施設の利用可否判断のための技術と今後の展開、

課題について述べる。

　港湾の地震後の利用については1995年兵庫県南部地震にお

いて注目された。この地震では神戸市を中心に甚大な被害が

発生し、港湾施設も大きな被害を受けたが、地震後の被災地

支援においては船舶による物資・人員輸送が多く活用され、港

湾がその拠点として重要な役割を果たした。このような港湾

利用状況は整理・分析されて取りまとめられており 1）、この頃

より災害時における港湾利用への関心が高まってきたことが

認識される。

　2011年東北地方太平洋沖地震および2016年熊本地震にお

いても、船舶による被災地への緊急支援が実施された。利用

実態の分析2）によれば、東北地方太平洋沖地震では、地震動お

よび津波の被害により利用可能な係留施設が著しく限定され、

港湾の受入能力が大きく低下していたことが確認されている。

一方、熊本地震では熊本港および八代港の被害が比較的軽微

であったため、発災直後から平常利用船と緊急支援船の双方

の係留需要に対応できていた。ただし、それら港湾では自衛

隊や海上保安庁、国土交通省などの艦船の利用が集中し、過

度に混雑する状況となっていた。このため、港湾管理者であ

る熊本県は国土交通省に対して管理者代行としての岸壁利用

の調整を要請し、その結果、港湾を通じた海上輸送による支

援活動が円滑に行われた。

　この教訓を踏まえ、港湾法が平成29年7月に改正され、非

常災害時に港湾管理者の要請に基づき国が港湾施設の管理を

代行できる制度が創設された（港湾法第55条の3の3）。この

制度により、非常災害時に国は港湾施設の利用調整に加え、そ

の前提となる施設点検、利用可否判断、応急修繕等を実施す

ることが可能となった。

　2024年能登半島地震では、この制度に基づき、輪島港など

6港において国による管理代行が行われた。これに伴い、国土

技術政策総合研究所および港湾空港技術研究所は地方整備局

と連携して研究職員をTEC-FORCEとして現地に派遣し、管

理代行された港湾の係留施設（131施設）を対象として、施設

の安定性評価および利用可否判断の支援が実施された。その結

果、地震発生2日後の1月3日には海上保安庁の巡視船が七尾

港に接岸し、給水支援活動が開始された。以降、1月末までに

海上自衛隊、海上保安庁や九州地方整備局の艦船が延べ142

隻日、港湾を利用して被災地支援に貢献した。

　地震後の海上輸送による被災地支援の重要性の高まりに伴

い、地震作用を受けた係留施設の利用が注目されるようになっ

た。1995年兵庫県南部地震では、主に重力式岸壁を対象とし

て、船舶が実際に利用した岸壁の利用実績と被災変形量の関

係が分析され、岸壁法線の凹凸の程度が利用可能性を示す指

標となり得ることが示された3）。
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術開発の進展を踏まえて改訂が行われるとされている。

　地震後の係留施設の安定性評価や利用可否判断においては、

現行の手法は変位や解析結果から損傷を間接的に推定するも

のであるため、構造部材の変形・損傷を直接計測する手法の検

討が進められている 10）。ただし、施設のすべての部位に計測

センサー等を設置することは、コスト面等から現実的ではな

い。よって、代表箇所での計測による評価とともに数値解析

等を併用して全体の損傷状況を推定することが考えられ、こ

のような多様な情報を整理・統合して可視化し、利用可否判断

に活用するシステムの構築が検討されている 10）。数値解析に

よる性能評価においてもさらなる高精度化が求められており、

施設全体の性能を踏まえた地震動作用後の構造部材の耐力に

関する検討等も行われているが 11）、今後もさらなる検討が望

まれる。
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　重力式岸壁では、地震時に壁体が変位して背後地盤が沈下

する被害は多く見られるものの、壁体自体の構造が損傷する

事例はこれまで報告されていない。一方、矢板式岸壁や桟橋

構造では、矢板や杭といった構造部材が損傷し、場合によっ

ては倒壊に至る事例も報告されている例えば、4）。これらの構造

部材の多くは地中または水中に存在しており、直接目視でき

ないため、その損傷状況を把握することは容易ではない。そ

のため、陸上からの外観上で大きな異常が認められない場合

でも、地中・水中において損傷が進行し、構造的安定性が低下

している可能性がある。そのような状態で施設を使用すると、

荷役荷重や船舶の接岸・牽引力、さらに余震の影響によって

不安定化し、二次被害を引き起こすおそれもある。このため、

係留施設の利用可否を判断する際には、目視できない地中・水

中部を含めた構造部材の状態を評価することが不可欠である。

　港湾施設の耐震性能照査技術は、巨大地震による被害とそ

の経験を踏まえて発展してきた。特に1995年兵庫県南部地震

を契機として、有効応力有限要素解析プログラムFLIPは大き

く発展し、地震時の地盤と構造物の挙動を高精度で再現する

ことが可能となり、耐震強化施設の耐震設計において標準的

に用いられるようになった。また、数値解析手法により変形

量や矢板・杭などの構造部材の評価が可能となり、地震後に数

値解析を行って、地中・水中の杭や矢板などの構造部材を含め

た施設の損傷状態の評価が検討されるようになってきた。中

部地方整備局においては、地震後に得られる港湾強震観測デー

タを用いてFLIPによる地震応答解析を自動的に行い、構造物

の地震後の状態を評価して利用可否判断に活用するシステム

が開発されている5）。

　また、観測地震動による数値解析ではなく、地震動を受け

た施設の状態を直接計測して評価する手法として、岸壁天端

の残留変位を直接計測し、その値から施設の安定性を評価す

る手法（利用可否判断支援装置Berth Surveyor）も提案され

ている 6）。RTK-GNSSを用いた計測により地殻変動の影響を

除去した施設構造の変形による変位を取得し、あらかじめ数

値解析により整理した変位と損傷の関係を用いて安定性を評

価して利用可否判断を行う。

　このような地震後の係留施設の安定性評価や利用可否判断に

関して、技術基準や運用マニュアルの整備も進められている。

2018年港湾技術基準では、大地震後に実施すべき調査内容が

整理された7）。また、九州地整では専門的知識を有しない行政

担当者でも迅速に判断できるマニュアルが作成されている 8）。

さらに、2025年には国土交通省により、事前準備や判断のポ

イントを整理したガイドラインが策定され9）、今後の研究や技

3. 今後の展開


